
『地方税務職員のための 事例解説 税務情報管理とマイナンバー』補遺・正誤表 

 

 本書第 1 刷（令和元年 8 月 5 日発行）の内容について追記事項及び一部誤りがございま

したので、下記のとおりお知らせ及びお詫びして訂正いたします。 

 

●5 頁 １３行目  

誤 正 

3 万円以下の罰金 50 万円以下の罰金 

 

●６頁 ２７行目 

「～いまこの関係を図示すると図１のとおりになる。」の前に「その後、平成 23 年度税制

改正において、法第２２条に「地方税の徴収に関する事務」が追加されたことにより、滞納

者名及び滞納税額の一覧等が新たに同条の対象とされた。」を追加 

 

●３２頁 １１行目 

誤 正 

社会保障・番号大綱 社会保障・税番号大綱 

 

●４２頁 １２行目 

第１刷 追記 

第 19 条第 9 号 第 19 条第 9 号(注：現行法 10 号) 

 

●６７頁 ２７行目 

誤 正 

「行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第 19 条

第 8 号に基づく特定個人情報の提供に関す

る規則」（平成 28 年個人情報保護委員会規

則第 5 号）」 

「行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第 19 条

第 16 号に基づき同条 14 号に準ずるものと

して定める特定個人情報の提供に関する規

則」(平成 27.7.15 特定個人情報保護委委員

会規則第 1 号)」 

 

●２４８～２５０頁「１照会・証明請求に応じることを許容していると認められる法律

(例)中 

「道路交通法第 51条の 5第 2項」欄の下に以下を追加する。 

 



健康保険法

第 180 条第

4 項、厚生年

金保険法第

89 条 

社会保険事

務所長 

健康保険、

厚 生 年 金

保 険 の 保

険 料 徴 収

事 務 の た

め 

資産、課税、

滞納状況 

保険料の滞納処分について、国税

徴収法 141 条の規定による質問

検査権があり、健康保険法第 213

条の 2、厚生年金保険法第 103 条

の2に調査拒否等に対する罰則規

定があるので照会に応じること

は適法なものとして許容されて

いるものと解される 

 

●２５０～２５１頁「２ 照会・証明請求等に応じることを許容していないと認められる法

律（例）」中、２５１頁４段目「健康保険法第１８０条第４項、厚生年金保険法第８９条」

の項を削除。 

 

 

以上 


